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会 議 録 

会議の名称 令和４年度(2022 年度)第１回つくば市子ども・子育て会議 

開催日時 令和４年５月 31 日（火） 開会 15 時 00 分 閉会 17 時 33 分 

開催場所 つくば市役所 ２階 防災会議室 

事務局（担当課） こども部こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

木村 清隆、奥寺 友里、千代原 義文、土井 隆義、 

堀内 明由美、舘野 正弘、橋本 幸雄、浦里 晴美、 

間野 聡子、大久保 良文、栗山 賢司、石黒 正美、 

落合 美智子、宮下 信一、トモル ソロンゴ、根津 陽子、

村上 義孝、横田 智之、末永 詩織 

その他  － 

事務局 

 

（こども部）塚本部長、吉沼次長 

（こども政策課）鈴木課長、小林課長補佐 

（幼児保育課）岩田課長、菊池課長補佐 

（こども育成課）吉田課長 

（こども未来課）中澤課長 

（教育局）飯泉次長 

（学務課）下田課長 

（学び推進課）岡野指導主事 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開 傍聴者数  ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

 

協議事項 

（１）小規模保育事業者認可等に関する意見の聴取について 

（２）公立保育所の施設整備にあたっての諸条件への意見
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 の聴取について（上境保育所） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員自己紹介・事務局職員紹介 

４ 会長選任 

５ 協議事項 

６ その他 

７ 閉会 

 ＜審議内容＞ 

土井会長：それでは、当会議条例第６条第２項の規定に従いまして、暫時、議事

進行役を務めさせていただきます。案件に移る前に、委員の皆様にお願いが

ございます。会議での発言に際しては、挙手をし、議長の指名を受けた後、

マイクが手元に届いてから氏名を述べて可能な限り明瞭にご発言くださいま

すようお願いいたします。また、円滑に会議を進行するため、ご意見につき

ましては、なるべく簡潔にまとめた上でご発言ください。それぞれの案件の

審議に係る時間配分についてもご配慮いただき、会議がスムーズに進行でき

るようご協力をお願いいたします。なお、会議終了予定時刻は、午後５時 30

分です。 

当会議は、「つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例」

に基づき、公開が適当であると考えます。ただし、審議案件の中で法人等の

財産状況、あるいは個人情報に言及する可能性がある場合は 非公開とし、

傍聴者の退室をお願いしたいと考えております。異議のある方はいらっしゃ

いますでしょうか。 

他委員：異議なし。 
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土井会長：ありがとうございます。では傍聴を認めることといたします。それ

では、本日の協議事項に入りたいと思います。まず、協議事項１「小規模保

育事業者認可等に関する意見の聴取について」になりますが、こちらは、つ

くば市長から当会議あてに、諮問書が提出されておりますので、申し添えま

す。それでは、「（仮称）バンビーノ．館保育園の創設について」事務局から

説明をお願いします。 

事務局（幼児保育課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：ありがとうございました。只今、「（仮称）バンビーノ．館保育園の

創設について」事務局から説明がありましたが、このことにつきましてご審

議願います。また、事務局の方から意見聴取の目的のご説明がありましたが、

改めて確認をしておきたいと思います。前回も少し問題になりましたが、認

可するかしないかの権限は、この会議にはありません。認可するかしないか

は市長が決めることなので、私たちはあくまでも、それに対して意見を申し

述べるということになります。ですので、ここでは、認可する、しないの判

断をするのではなく、それを市長がされるときに、私たちは意見を申し述べ

るという立場になっておりますので、その点を前もってご了解いただきたい

と思います。では、審議に入りたいと思います。また、つくば市子ども・子

育て会議条例第７条の規定に基づき、関係者の出席を求め、意見を述べさせ

ることができます。本日、事業者が来ておりますので、内容についての説明

を求めるか、お諮りいたします。 

他委員：求めます。 

土井会長：はい。これから事業者より内容の説明をいただきたいと思います。

ではまず傍聴者の方にお願いいたします。事業者の説明を求める際には、会

議冒頭において非公開を決定しておりますので、一旦ご退出をいただきます

ようお願いいたします。 

（傍聴者退出） 
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（非公開） 

（傍聴者入室） 

土井会長：審議にあたりまして、皆様にお願いがございます。審議中は、事業

者個人に関わる事項、氏名、住所、出身地、職務経歴等についてのご発言は、

控えていただきますようお願いいたします。それでは改めまして「（仮称）

バンビーノ．館保育園の創設について」、市長に答申するにあたり、何かご

意見はありますでしょうか。 

村上委員：委員の村上です。先ほどの事務局からの説明に関して１点確認した

いことがあったのですけども、先ほどの参考資料の 17 ページのところで、

特定地域型保育事業の利用定員について、今回の計画が中央部エリアですよ

ね。確保量としては、その受け皿の計画に沿ったものであるみたいな説明が

あったのですが、すいません初めて委員になったばかりで分からないのです

が、この子ども・子育て支援プランの何ページを見ればこの今の書いてある

ことがわかるんでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：幼児保育課の岩田です。よろしくお願いいたします。プ

ランの 51 ページを見ていただければと思います。51 ページに令和２年度か

ら令和７年度までの数字を載せさせていただいてるのですが、例えばですが、

令和３年度の上から２段目のところで、右側に②確保方策とありまして、そ

の上から三つ目、特定地域型保育事業。右の方ずっと行きますと 137 という

数字があるのですけども、その次の令和４年度、同じように特定地域型保育

事業を見ますと 201 という形で、この差が 76 人という形で、毎年のように 76

人ずつ特定地域型保育事業を増やしていくという計画でこのプランに載って

おりまして、令和７年度までこの計画で考えております。 

村上委員：201 から 137 を引くと 76 ってのは分かったのですが、例えば令和５

年に 265 で、その前の年に 201 だから 64 じゃないですか。 

事務局（幼児保育課）：左に０歳児がありますので、これを足すと 76 人。今１、
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２歳児だけご説明しちゃったのですけども、47 から 59 にこちらも増えてま

すので 76 になります。 

村上委員：はい。そうすると、それは全体ですよね。中央部は 53 ページですよ

ね。どこを見れば今回の計画がこの 76 の枠っていうことになるんですか。 

事務局（幼児保育課）：はい。こちらに関しましては北部と南部エリアとあるん

ですけども、全体的に見て中央部だけで見ますと確かに増えてはいないので

すが。同じところの特定地域型保育事業を見ていただくと、中央部で一緒か

なと。北部と南部では特定地域型保育事業の整備は計画していないので。見

ていただくと同じ数字が入ってるかと思うのですけども。 

村上委員：これ計画なんだと思うんですが、実績値で今回のプラスが 10 になっ

て 81 になるってことなんですか。 

事務局（幼児保育課）：はい。前回までの小規模保育事業、ご審議とかいろいろ

いただいてたんですけども、今回のもので足し上げていただくと 81 になりま

して。今回、ご審議いただいた５施設目がこちらのバンビーノ．館になるん

ですけども、足し上げて 81 名になります。10 人を足して 81 名ですね。 

村上委員：はい。そうするとじゃあ１番目から４番目までの計画で合計幾つな

んですか。 

事務局（幼児保育課）：69 名です。 

村上委員：それは要するに４年度末でということなんですか。この表の見方が

本当に分からなくて。令和４年度末のこの特定地域型保育事業の合計は 59 と

201 で 260 になるんですね、本当はね。 

事務局（幼児保育課）：この表でいきますと、４年度整備分に関しましては、令

和５年度のところの数字を目指してるものになります。 

村上委員：その量の見込みが増えていく、その根拠がこの②の確保方策なんで

すよね。そうすると、今回の場合はこの４年度のこの整備計画の確保計画で

は多分 200 何十人分増やす見込みってことなんですよね。 
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事務局（幼児保育課）：令和５年度、これが定員の 200 人ではなくて、265 人に

なるというものになりますので。４年度から５年度に伸びているのが 76 人な

ので。 

村上委員：そうすると令和３年度末は何人分なんですか。 

事務局（幼児保育課）：はい。この表の見方としては、例えば令和４年度で見る

と令和４年度４月１日現在で確保量が、０歳児だと 59 人、１、２歳児だと 201

人を確保していくというような計画の歩み方になります。 

村上委員：それで実際何人なんですか。今。 

事務局（幼児保育課）：すみません。今ちょっと手元にないので、後程、現状を

お調べしてからでよろしいですかね。 

村上委員：分かりました。令和４年４月１日から令和５年４月１日はプラス 76

ということなんですよね。 

事務局（幼児保育課）：そうです。計画上。 

村上委員：そういうことですね。今回のプラス 12 を含めると 81 名増になるか

ら、これには満たされるという説明という意味ですかね。私、実は高齢福祉

の方なもんですから、高齢福祉の方だと市の供給見込みの計画ってやっぱ同

じように作りますよね。例えば小規模多機能が何人分とかで。高齢の場合は

その定員を超えちゃ駄目なんですよ。で、児童福祉だといいんですね。その

確認でした。ありがとうございました。 

事務局（幼児保育課）：保育事業に関しましては先ほど保育需要が高いという

こともありますので、もちろん計画に則って増やしていこうとは考えてはい

るんですけども、それ以上にやはり待機児童対策とか、そういったことでそ

の需要に応えていくということも必要かと思いますので、大幅に計画よりも

施設整備をしているということも考えられると思います。 

村上委員：はい。ありがとうございます。ちょっと過去の実績がわからないん

で令和２年、３年が予定よりも少なければ、今回、多少多くても、最終的なつ
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じつまが合うかなとは思いますが、その辺は配分してるんだと思いますので。

分かりました。ありがとうございます。 

土井会長：はい。ありがとうございます。予想よりも事業が大幅に増えること

もあり得るので、その都度調整しながらですね。今のご質問はこれを考える

上での前提になりますので、非常に貴重なご質問だと思います。では、それ

を踏まえまして、今回のこのバンビーノ．館の件につきまして、どのような

意見を私たちは付けて、市長に上げるかどうかについて、ご意見を承りたい

というふうに思います。何かこういった意見を付けてあげた方が良いという

のはありますでしょうか。先ほど、事業者の方にいくつかご意見を賜りまし

たので、それを市長にも付けるということはあり得るかと思いますけども。 

トモル委員：トモル ソロンゴと申します。ちょっと私も勉強不足なんですけ

ど、今まで２人の子供が２人とも私立の保育所に通っておりまして、ここま

での理解では０歳児がいるところは看護師を置いてあるっていうふうに理解

してたんですけど、今回、看護師が、いらっしゃらないような計画だと思い

まして、０歳児だと、結構大変ですし、時々やっぱりこのお薬をお願いしま

すっていうのを私もやってましたので、看護師がいらっしゃらないと、その

分やっぱり保育士の負担とかも増えてしまうと思うんですけど、それはもう

ルール上、小規模の場合は求めてないっていうものなんでしょうかね。ちょ

っと法律のことはよく分からないんですけど。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。看護師の配置なんですけ

ども、こちらについては小規模保育事業、あと大きい保育園も含めてなんで

すけど必置義務ではないんですね。なので、努力義務といいますか民間保育

園でつけていただいてるというものになりますので、今回、もしもいなくて

も、それが駄目かというとそういうことはなく、意見を付しても、必ずつけ

るかというとちょっとそこは厳しいところがあるかなと思います。 

トモル委員：分かりました。ありがとうございます。 
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土井会長：はい。ありがとうございます。他にご意見、或いは事務局へのご質問

でも何かありますでしょうか。 

ではないようですが、市長に答申するにあたっていかがいたしますか。こ

のまま意見なしで答申をあげますか。それとも先ほどいくつか事業者に対し

てご意見述べていただきましたので、それを市長にもあげますか。まずそこ

をご判断いただきたいと思います。いかがでしょうか。せっかく開いている

ので、全く意見なしで上げるよりは、私はせっかく先ほどご意見賜ったので、

それをつけて、市長に答申をあげた方がいいかなと私個人は思いますがいか

がでしょうか。ご異論がなければそうさせていただきたいと思いますが。よ

ろしいですか。 

はい。では、今改めてご意見はありませんでしたが、ちょっとまたお諮り

したいと思いますが、まずは事業者の方に賜ったご意見を市長の方にも答申

をつけてあげたいと思います。今でました看護師の件はどうしましょうか。

もちろんそういう義務はないので、かなうわけではないけども、私たちとし

てはそれを希望として、そういうのを書くことはできると思いますが、それ

が妥当かどうかですね。そういう希望をつけることは可能だと思いますが、

それが多分無理だというご意見もあったんですけども、それでもそういう意

見がありましたっていうのを上げることはできると思いますが、その点につ

いてはいかがいたしましょうか。１意見にすぎないのでそれはつけないとい

う形もあるかもしれませんし、或いは貴重な意見なので、それも答申につけ

ましょうというご意見もあるかと思いますが。何かご意見ないですか。 

村上委員：看護師の件は努力義務ということですか。 

事務局（幼児保育課）：努力義務ではなく、必須ではない。 

村上委員：望ましいみたいに書いてあるんですか。人員基準の配置でこう望ま

しいみたいなのがあるんであれば、載せてもいいような気はしたんですが。 

事務局（幼児保育課）：そこまでの記載はなかったと思います。 
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村上委員：ただ保護者の思いとして、いると安心だというのはその通りかと思

いますので。 

土井会長：そうですね。規定上とかにはないけれども、市民委員の方が入って

らっしゃるので、市民の意見としてそれをつけることは、審議会としては可

能。 

村上委員：そういうふうな努力を求めますみたいな、何かそういうことを上げ

るのはいいかなと私個人的には思いました。 

木村委員：すみません、難しく言うつもりはないんですが、法治国家でありま

すので、望ましいとか、あればいいねとかっていう何かエクスキューズ書い

てあるんであれば特段よいのですが、特に文言はないということになれば、

今回のものについては、つけるべきではないというふうに思うんですね。た

だし、保護者の皆さん、私自身も子育てやりながら本当に大切なことだと思

いますので、別枠で何か今後の条例を作るとか、何らかの中にそういったこ

ともあれば望ましいとか、別枠で考えていくっていうテーマにして、今回の

こちらの事業者に対しては付帯することではないのかなと。別枠で考えてい

くような子ども・子育て会議にしていければなというふうに思っております。

合わせて裏側の排水路の関係がありますので、そこに対する安全策は、先ほ

ど事業者が、排水路の様子、水路については市の管轄ということであります

けども、建物のフェンスとか安全柵を、より再考していただきたい考えより、

こっちをこう考えて欲しいということは付け加えてもいいのかなというふう

に思っておりまして、図面の方も裏側、建物の高さが 1,000 になってますの

で、最低でも 1,100 は必要なのかなと思いますので、いろんな建築を見ても。

多分建物を出しても通らないという前提で 1,000 でも OK にしたのかと思う

んですけども。1,200 なら 1,200 で統一するとかですね。 

土井会長：はい。ありがとうございます。まず、後半の安全策については、詳細

に書き込むということでよろしいでしょうかね。これご異論ないと思います
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が。前半のご意見は、私も貴重なご意見だと承りました。これまでこの答申

出すときに、他の事業者については看護師等の意見をつけたことがないので、

この事業者にだけつけるのは不平等ですよね。ですので個別のこの事業者の

案件につきましてはそれをつけずに、しかし今そういう貴重なご意見があっ

たので、それはこの審議会の議論としてきちんと議事録に書き込んで、それ

は別のものとしてまた、こういう意見が出たということを何らかの形で市長

に報告をするという形でよろしいでしょうか。はい。ではそうさせていただ

きます。この事業者について答申には加えない。しかし、意見は議事録に残

し、こういう議論がありましたってことを、またしかるべき時に市長に上げ

るということで進めたいと思います。ありがとうございます。ではそういう

形で他に追加のご意見があれば承りますが。なければ今まで出たご意見をま

とめて、整理の上、市長の方に答申したいと思いますがよろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございます。では、具体的な答申の文言につきましては、

恐れ入りますが、私の方にご一任をいただければありがたいと思います。 

続きまして、協議案件の２番目、公立保育所の施設整備にあたっての諸条

件の意見の聴取について。まずこちらを事務局からご説明いただいてよろし

いでしょうか。 

事務局（こども政策課）：（資料に基づいて説明） 

事務局（幼児保育課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：はい。ありがとうございます。今、協議事項につきましてご質問いた

だきましたが、今のご説明につきまして、まず何か確認されたいこと、ご質

問されたいことはありますでしょうか。 

橋本委員：橋本です。私はこの公募に応募する気はないんですけれども、いわ

ゆる応募資格の中で社会福祉法人、学校法人とありますね。学校法人の場合

はほとんど幼稚園レベルが多いんですが、学校法人で認定こども園として、

その法人を所有してるケースは多いんですけども、ここでは幼保連携型の認
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定こども園ということになると思うんですね。幼稚園型はいけないんですよ

ね。なぜなんですか。でも、なぜなのかって、０、１、２歳児がいないからで

しょ。でも、学校法人の認定幼稚園の中のこども園でも、小規模をやってい

たら０、１、２歳児がいるわけですよね。例えば、私は応募する気がないって

すぐ近くなんですけれども、市外から応募してくる方が、本当は応募したい

なと思ったときに、幼稚園型の認定こども園は駄目だと。でも小規模やって

るよと言った場合に受入れるのか、受入れないのか。その辺を確認したいと

思います。以上です。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。現状、橋本委員がおっし

ゃるように、我々としては保育所からの建て替えというところから、幼保連

携型認定こども園という形でくくらさせていただいたんですけども、条件等

については今回、意見をいただきまして、また改めて変更すること等も可能

ですので、仮にその諸条件につきまして、ご意見をいただければ、我々の方

で改めて再考させていただくことも可能かと思っております。 

土井会長：そういう意見も考えてくださいという意見があったということで。

ありがとうございます。他に何か。 

舘野委員：社会福祉法人または学校法人が応募資格の要件になっているようで

すけども、この土地については、市はその学校法人、社会福祉法人に対して、

賃貸或いは無料で貸し付けて契約を結ぶことになるのかどうか。そのあたり

を聞きたいんですけどいかがでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。今回の上境保育所の建て

替えについてなんですけども、現状ある上境保育所の土地というのは今も保

育所運営されてる中、そこで建て替えるというのは難しいことですので、そ

の土地の使用というのはちょっと厳しいのかなと。改めてその周りの土地に

公有地という形ではなく、通常の待機児童対策の民間保育の整備も事業者様

に、土地を選んでいただいて、この土地についての選考も含めて、選定して
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いけたらなというふうに考えております。なので無償ということではなく、

その地権者様とのお話し合いも、その事業者様にお願いしたいと考えており

ます。 

土井会長：今の土地を使うわけではないということですよね。 

事務局（幼児保育課）：はい。そうです。 

橋本委員：今の土地は地権者から借りてるんですか。 

事務局（幼児保育課）：つくば市の市有地なんですけども、まだちょっと今後の

活用については、今後、庁内で検討していきたいと考えております。 

土井会長：はい。他にご質問ありますでしょうか。 

末永委員：はい。松代父母の会の市連協の末永と申します。私個人がすごく気

になったことでここで発言していいのかなとちょっと思ったんですけど。産

休明けの保育（57 日以降）を実施すること、定員、入所児童についてって書

いてあるので、多分まだ２ヶ月に満たない子も受け入れされるのかなと思う

んですけど。保育の内容のところに給食とか食育の推進とかって書いてある

と思うんですけど、小さな赤ちゃんをお預かりするので、まだ母乳を継続さ

れてるお母さんの搾乳を預かってくれるのかどうかとか、その搾乳を預かる

上での管理とかちょっと負担になるかなと思うので保育士たちが。その辺ど

う考えてらっしゃるかなっていうのがもし分かれば教えていただきたいなと

思います。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。何とも難しい質問です。

その事業者が搾乳をお預かりができるかどうかという話になってきてしまう

ので、選ばれた事業者がどのような判断をするかにはなってくると思うんで

すけども。民間保育園がつくば市においてもあるんですけども、その辺の事

業をやってるかどうかも私たちもちょっとそこまで知らなかったものなの

で。実際は民間保育園の事業者の公募とこの辺は同じような形でやっており

ますので、改めて選定された事業者とちょっと協議次第になってくるかなと
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考えております。 

土井会長：はい。ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございまし

た。他に何かご質問ありますか。 

間野委員：間野です。最後の三者協議会というのが、最長で移管日の前日に在

籍した児童が卒園するまでって書いてありまして、要はこちらも今、上境の

保育所を利用している方が移られて、その方が卒園するまでっていう期間な

んだと思うんですが。これは、今、民間の保育園と、こういうのはやっていな

いっていうことなのかなと思って。卒園してしまったら、もうその後につい

ては、これは必須ではないっていうことの意味に見えるんですけれども。例

えばなんですけど、障害児保育を行うこととか、２番の方でも加配等特別な

配慮が必要な児童も含むっていうのは書いてはあるんですが。今、そういっ

た方がいて移って、卒園した後に引き続いてそういった方を受け入れてもら

えるのかどうかっていうのが、今回その移管する新しい民間の方の考え方と

いうか、いろいろ経営というか状況によってもう受け入れられませんとか、

そういうことにもなりかねないなっていうちょっと怖さを、今これを見て思

っていて。あとは職員のところもいろいろこういった経験を持ってる方でと

いうのは書いてあるんですけれども、前のこちらの会議で確か処遇について

も、ちゃんと対応してもらえるようにみたいな意見が出ていた記憶があるん

ですけれども。そのあたりの、文言というかそういうのがちょっとここから

だけだと見えないなっていうのを、ちょっと不安に思ったりですとか。なの

でその三者協議会っていうのを民間に移した後も、例えばこうずっと継続し

ていって、例えば市民からニーズがあったときにそういうのを民間だけれど

も受け入れてくれないのかとか、そういった調整を民間の施設と市民で直接

やりとりとかっていうよりは、行政の方にもちょっと入っていただいたりと

かそういうのがあると、何となく市民としては安心というか、どうしてもの

ときはちょっと相談をして自分だけが交渉するんじゃなくて、何かそういっ
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た意見を渡せるような、何かそういった安心にもちょっと繋がるかなと思っ

たんですけれども。すみません。ちょっとあちこち話が行っちゃったんです

が。そのあたりちょっとここからだけだと分からなかったので、もし何かあ

りましたら教えていただきたいんですが。 

土井会長：大きく二つですね。要するに市民のニーズに応えるための協議会が

どうなるかという問題と、それから職員の処遇をめぐり今後どうなるかとい

う問題二つですね。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。三者協議会につきまして

は、上境保育所からの引き継ぎということで、上境を希望されて入った保護

者様からすればちょっと見通していないといいますか、違う保育所に入るこ

とになりますので、そういったことで保育の内容等が変わらないように、我々

も入りながら法人と一緒に考えていこうということで設置するものになりま

す。ですので、そのあと民間保育園に希望してきた方からすると、今度、三者

協議会となってくると、いつまでも民間事業者のよさといいますか、そうい

ったところもなくなってきますので、そこは必ず保育事業者と我々は密な関

係を持ってますので、何かご意見等があった際には、ご相談等には保護者含

めて乗ったりとかしてますので、一旦これは期限を決めさせていただいて設

置をしようと考えております。ただ、先ほど話がありました入所に関しまし

て、配慮が必要なお子さんの入所等につきましては、現在民間保育園ともい

ろんな話をしてる中で、つくば市から補助金等を拠出しておりまして、そう

いったところで受け入れ枠というのは毎年拡大しております。配慮が必要な

お子さんも希望した園に入れるように、通常、配慮が必要な障害をお持ちの

お子さんも障害を持ってないお子さんも、利用調整という保育園に入るため

の手続きは一緒になっておりますので、そこでの点数等に差はないんですね。

なので、なるべくそこで内定が出たお子さんに関しては、我々の方から民間

保育園になるべく入れるような形でご相談等はしております。合わせて次の
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処遇の関係なんですけども、これにつきまして、民間保育園というのは国と

県と市の運営費から成り立っておりまして、その金額というのはある程度決

まった金額になっております。国もいろいろ検討していただいているようで、

保育士に処遇改善という形で加算金等も拠出しておりまして、毎年のように

保育士の給料等は少しずつなんですけども改定されています。またコロナ禍

においても、２月からは補助金という形で、さらに給料の方も少し上乗せす

るような形になっておりますので、そういったところを我々も手続きしっか

りやっていきながら、保育士の処遇をしっかりと見ていきたいなと考えてお

ります。 

間野委員：ありがとうございます。あと処遇はその給金の話だけではなくて、

例えばそういった障害をお持ちのお子さんとかを見ていかなくちゃいけなく

なったときとかに、やっぱり職員も変わっていってそういう経験がない方と

か、いろいろな意味で経験が平じゃないと思うんですね。なので保育士たち

全体がちゃんとどんな子が入ってきてもっていうと言い過ぎかもしれないで

すけど、きちんと対応してもらえるようなやっぱり怖い事故とかいろいろな

ことも起こってますし、怖いニュースいろいろ聞くので。なので、そういっ

たところで公立だとそういった研修みたいなものを比較的受けさせてもらい

やすいけど、民間だと何かそこの園の考え方だったりで受けさせてもらえた

り駄目だったりとかっていう話も聞くので、そういった意味でもその民間の

保育士にもそういった処遇といいますか。あとお休みのことだったりとか。

何て言うか、労働時間がすごく長くなっちゃうとか。そういったところにつ

いてもぜひある意味守っていただけたらというか。公立とそう変わらないよ

うな待遇が受けられるような。そういったところも考えていただけたらなと。

この上境だけに限らないんですけれども、考えていただけたらと思いました。

ありがとうございます。 

土井会長：はい。ありがとうございます。では続きましてどうぞ。 



 

16 

 

宮下委員：はい。宮下と申します。18 ページの２番の（２）と（３）なんです

けれども、０歳児の保育受け入れについてなんですけれども、先ほどもご意

見ありました通りに、産休明け 57 日以降というと本当に赤ちゃんですよね。

それで、赤ちゃんお預かりするっていう形で、何て言うんでしょう、職員の

皆さんでも、相当の緊張感があるかと思うんですね。それで、もう本当に赤

ちゃん、０歳児ってなると、何て言うんですかね、体調崩した、何か具合悪そ

うだなっていうときに、その職員の皆さんがどのように対応できるかってい

うのも、万全を尽くして運営がされているということはもちろんなんですけ

れども。その中で、やっぱり看護師の方がね、そこに常駐、もしくは配置して

いると、預ける保護者側にとっても安心、安全ということがそこで確立され

ると僕は思ってます。それでいただきました資料の中に平成 27 年から 31 年

の０歳から５歳児の人口推移が少しずつ上がってますよね。そうするとこの

つくば市の中では、自分で家庭を持って共働きでっていう、そういう家が多

いと思うんですね。その中で０歳保育っていうのは、どんどん伸びていくは

ずなんです。もう数字から見ても必ずそうだと思うんですね。その中で、や

っぱり、今、先ほどの議事にもありました通りに、各保育所について、看護師

を常駐もしくは配備っていうのが、条例で定められていないということです

よね。それは、努力目標であったりとかその辺の中の配慮であったりとかっ

ていうまだそういうところに留まってるわけですよね、実際のところは。そ

れを、もう人口推移から察するには０歳保育が増えるっていうことは前提だ

と僕は思ってるんですね。その中で、やっぱりそこは、こういう話し合いの

中ででたということを少し大事にしていただいて、議事録ではなく、少しず

つ重みのある言葉に変えて、伝えていきたいと思ってるんですね。それで、

あまりいい言葉でないんですけども、例えば、条例が制定されましたってい

うときに、あってはならないことがあって突然制定される条例もありますよ

ね。この子育てに対して、つくばで子育てをしませんかと市長が訴えている
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通りに、今、人口増えてますよね。そこに、こういう安心、安全を、この会議

から出たということで、少しずつ条例に向けて段階を踏んで、何か形をつけ

ていくということはできないものですかね。僕はそのように思うんですが。 

事務局（幼児保育課）：法律上はそのような形にはなっておりまして、例えば、

配置基準とか、すみませんちょっと話が脱線してしまうかもしれないですけ

ども、保育所においては０歳児から５歳児まで、保育士が何人で何対１とい

う形で配置基準というのが法律上決まっております。それについて、市独自、

他市町村に当たるんですけども、ということで我々の市では何対何という形

で、国より人数をかけてやるということを条例化とか規則化しているような

市町村もありますので、その看護師を必置としている条件の市町村があるか

どうかというのも、ちょっと私たちの方でまだ情報がないものですので、そ

ういったところを勉強させていただきながら、そのような子ども・子育て会

議の委員からの意見というのは、重要な意見だと思っておりますので、その

辺をまた改めて勉強させていただきながら、そういったところも検証してく

ことは可能だと思います。 

宮下委員：はい。わかりました。ありがとうございます。多分このような議事が

上がったときは、また僕、同じこと言うかと思うんですけれども。また、その

ような対応と、あれから何かどんな話がありましたかっていうようなことも

僕、多分、言うのか言わないのかその議事次第だと思うんですけれども。何

かこう建設的な話ができれば。僕の地元にも小さい子いっぱいいて、やっぱ

りそこでどこどこに預けてるとか、お母さんたちのよく話を聞くんですね。

僕個人的にも、そういうところでお勤めしてる職員の方とも親交があります

ので、その方々の苦労もよく知っているんです。なので、やっぱり園の中で

の負担っていうんでしょうか。そういうところの軽減になるのかなと僕自身

は思ってるんですね。できればやっぱり前向きに、市の中でお話し合いの一

つにあげていただければ嬉しいなと思います。以上です。 
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木村委員：はい。ただいまの宮下委員の本当にありがたいご意見だなというふ

うに思っております。さらに先ほど働く方々の環境もっていうご意見もあり

がとうございます。私も子育て会議の委員として、自己紹介させていただき

ましたけども、議会の議員の立場で、文教福祉委員会の代表という立場で出

席させていただいておりますけども、今お話ありました条例に直接的に紐つ

くような形で、子育て会議の中でのものを、職員の方に託すっていうのはい

くつかのハードルといいますか、それぞれのステージがありますので、しっ

かりとこの委員会の中で土井会長のもとに市長に提言したり、それぞれの立

場で、また違った立場で、お仕事されてる方もいらっしゃいますので、そう

いったところからより子育てしやすいつくば市、子育てしなくてもいいじゃ

なくて、しやすいつくば市にしていくような環境を作っていくことで、そこ

で働く方々へっていうことでも整えていく会議かと思いますので。私として

も、今議会の立場で出席させていただいておりますので、傍聴にも先輩の文

教の委員長とか副議長まで傍聴していただいておりますけども、持ち帰りな

がら、今後の意見の中で、議会の立場からも発言していき、また執行部の方

もそのような形でいくかと思いますので、さらには働き方、安心ということ

においても、茨城県においては商工労働部で様々な働いてるアンケートって

いうものを、かなりの数千を超えるデータを毎年更新しておりますので、そ

ういったものを基に、保育士の働き方改革をどのようにするのか、市ではど

うするのかという部分を検討して、国に上げながら、そういった国の厚生労

働省の中での政令、省令をもとに、今説明ありましたように、つくば市にお

いてはそれに準用しながら、さらにはつくば型のような形で、保育所に、今

民間の方には３万円ずつ支給してるとか、そういったことも含めての見直し

をよりしていく必要があろうかと思います。安心してってことではありませ

んけども、せっかくのこの会議ですので、またぜひ発言はし続けていただき

ながら、委員一人一人が臨場感を持って、より良い子育てしなくてもいいつ
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くば市でなく、子育てしやすいつくば市っていう形で進めていければなと思

っております。よろしくお願いいたします。 

橋本委員：橋本です。まず、一つは、間野委員からの、先ほど障害のある子の

云々、要するに、公立から民間に変わったときにどうなのか云々っていう、

きちんと勉強するかしないかっていう話がありました。今国の方では処遇改

善、保育士とか幼稚園の教諭、そういった就学前の子供たちを扱う仕事をし

ている先生たちに対して処遇改善を行っているわけですけど、ただでお金あ

げないよと。きちんと 60 時間勉強してから、それをクリアしたものには差し

上げますっていうことで、保育業界も幼稚園業界も皆、先生たちは一生懸命

研修を受けている段階であります。いわゆる特別支援に関する勉強っていう

ものも前より進んでおりますが、ただやはり、たまにその園によっては、昔

の考え方では集団保育に馴染まない子は、入園を断ってもいいなんていう時

代がありました。しかし、もう今それはそういうことを言ってる人は、いな

いと思うんですけれども。そういう意味で特別支援を要する子供たちのため

に何らかの形で、きちんと受け入れ、また、勉強している先生たちが多いと

思います。まして、つくば市内には、筑波大学、医療系でもって前は水野先

生、その指導教授であります徳田先生が一生懸命その面に向かっては、県内

の先生方に研修を積んでおりますので、胸を張ってやってくれるんだろうな

と思います。それから、看護師の問題ですけれども、ここにつくば市の保育

協会の会長、舘野先生がいるんですけども、果たして舘野先生や市の方でも

って把握してるかどうか。きっと、統計的には今調べれば、どの園に看護師

がいるのか、これはきっと把握できてるんだと思うんです。いないところっ

てのは少ないんじゃないかとは思うんですけれども、ただやはり人件費の問

題とかそういった絡みがあって、いらっしゃらないってところもあるかもし

れないですけども、そういうところは競争力に負けます。民間はある意味で、

大変、競争力ってのを大事にしますから、看護師がいるかいないかというこ
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とは、きっと大事にしてるんだと思います。条例の話は、私もこれまでも何

回か条例にしてくださいよって。でもやっぱり木村委員のそれは仕事なので、

市長とよくすり合わせして、私たちの意見を事務局からもあげるのも大切で

しょうし、木村さんからも上げてもらうのが、手っ取り早いんじゃないかな

と思います。また、そこに橋本さんもいらっしゃいますしね。もう毎回毎回、

傍聴してくれてる。やり残した仕事もあるんですよね。それは後で私とよく

相談して、もう一つ事業をやって欲しいなと思います。以上です。 

土井会長：はい。ありがとうございます。いろいろ貴重なご意見承りました。あ

まりに多数混ざっていて、この協議事項自体は、この上境保育所を民間移管

するにあたって承りたいご意見だったんですが、今それに付随しまして、つ

くば市のこの子ども・子育て支援の全般に関するご意見と要望を受けました

ので、そこは区分けをしたいと思います。この上境保育所の民間移管に関し

てのご意見を、まず、審議会の意見として、まとめさせていただき、今、一般

論としていろいろ、例えば職員の方のいろんな研修の問題とか、或いは看護

師の問題とかいろいろ貴重なご意見を賜りましたので、今回は、これはそう

いう意見があったということに留めさせていただき、それを今後、この審議

会で議題とするかどうかは、また事務局とご相談させていただきたいと思い

ます。これで終わりというわけではなくて、今回のこの協議案件とは若干ず

れるので、個別の案件とは切り離して、それは今後、どのようにこの審議会

で考えていくかってことについては、また改めて審議事項とするかどうかは、

また事務局とご相談させていただきたいと思っておりますがそれでよろしい

でしょうか。 

はい。ありがとうございます。ではそういう形で一応この二つの問題を整

理させていただきます。では、他にどちらでも構いませんが、この上境保育

所の問題或いは一般論でも、それに付随をして一般論でも構いませんが、も

うご質問だけでなくご意見伺っていますのでご意見があればよろしくお願い
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します。 

トモル委員：はい。トモルと申します。皆さんのお話を聞いていて、少し思っ

たんですけど、この 20 ページの真ん中あたりの方で、市から一部補助を行う

予定というふうに書いてありまして、なかなかこっちがいろいろ要望がたく

さんあった中で、民間の企業も新しく事業を立てるというのは大変だろうな

というふうに思いながら聞いておりました。先ほどその途中の話もあったり

したんですけど、やっぱりこの 90 人の児童がいるっていうことで、その後ろ

には 90 の世帯がいると思うんですけど、親としてもし私の子供がこちらの保

育所に行ってた場合は、もう何としてもやっぱり次のところを建てて欲しい

という思いはあるので、市としてこの一部補助っていうのを、最大限に補助

をしていただければ、あと人件費とかも民間の方は大変だと思いますので、

そういったところで一部って書いてあるとどうしても５割以下とかで、何か

３割とかというイメージを受けてしまうんですけど、そのあたりで民間にも

できる限り優しく、その後ろに私たち親がいるので、その辺りで応援してい

ただければと思います。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課です。現状としましては補助のメニュ

ー等については、まだこれから我々の方も検討してる段階ですけども、やは

りいただいたご意見の中で、民間の負担というのも必ずあると思って、我々

も補助のメニューを考えていこうと思っております。こちらにもちょっと記

載しております。ただし予算が関係することですので、その予算についても

もちろん市議会において承認を得てからのものになるんですけども、なるべ

くその民間に寄り添ったような補助メニューを検討していきたいと思いま

す。よろしくお願います。 

土井会長：はい。ありがとうございます。では引き続きましてどうぞ。 

舘野委員：私からは社会福祉法人、或いは学校法人が、運営することになると

思うんですけども、この運営にあたっては、児童福祉法、社会福祉法、法律の
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中での運営或いは経営になると思うんですけども、運営、経営にあたっては、

その園の中で定款というのを設けなくちゃなりませんので、その定款はその

保育園の中の憲法と言っていいかなと思います。必ず監査の時はその定款を

見せなさいと。定款に基づいて保育をしているかどうか。法人の監査、それ

から施設の監査も受けますので、国或いは県、市町村も監査します。ですか

らその監査に合格しないと改善命令を受けることになりますので、本当に一

つの法人を立ち上げて、運営、経営それから職員の確保等をするのは大変な

ことじゃないかなと思います。お金もかかりますので、国の予算を補助金と

してもらったり、市の補助金をもらったりして運営しなくちゃならないので、

その辺の施設の運営する理事長のやはり理念がどういう理念があるのかな

と。私もこれから、そういうものについてはよく考えて、つくば市の全体の

保育の質の向上のためにやってくれる法人じゃないとまずいなと思っており

ます。意見として上げました。会長お願いします。 

土井会長：はい。ありがとうございます。今のご意見は、上境保育所の問題では

あるけどもそれにとどまらない問題だということですよね。これが一つの糸

口になっていく可能性もあるので、全体の問題を踏まえながら、考えてくだ

さいというご意見だと思います。ありがとうございます。 

栗山委員：春日学園の栗山と申します。一つお聞きしたいことがありまして、

職員のことなんですけれども、19ページの４の(６)の会計年度職員について、

ぜひ積極的に雇用ということなんですけども、イメージされるこの会計年度

職員というのはどういう職かということで、例えばですけども、子供たちに

直接関わるような職なのか、それともそれを支えるような職なのか。そして、

子供たちに直接関わる職であれば、免許を必要とする職なのか、そうではな

いのか。そこら辺のお考えをお聞かせいただければと思って質問いたしまし

た。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。こちらの会計年度という
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のは、上境の会計年度職員全員になります。ただ会計年度職員もそのまま他

の公立保育所で働きたいという方もいらっしゃるかと思いますので、そのよ

うな方は改めて他の公立保育所で会計年度としても検討させていただきなが

ら、民間保育園においても同じような職種で働いてみたいという方につきま

しては、保育士、また用務員とか、そのような職種にこだわらず、採用につい

てその事業者には求めていきたいと考えております。 

土井会長：はい。ありがとうございます。公立を希望する職員の方はそこへの

職場異動を検討し、残りたい方は民間できちんと雇用してくださいってこと

ですよね。 

村上委員：はい。市民の村上です。今回の議題になっております上境保育所の

整備の事業者の公募のためのこの条件についてということだと思うんです

が、一応タイムスケジュール感的なものでちょっと確認したかったんですが、

令和６年度からこの新しい法人でスタートをすると。それで、令和６年の４

月から新しい社会福祉法人なのか学校法人なのか分かりませんけども、新し

い新保育園になるんだけど、令和６年の１月、２月、３月、要するに令和５年

度の最後の３ヶ月については、引き継ぎ保育を３ヶ月間、旧、今の公立と新

の保育所でやりなさいというイメージなんですが、そうすると逆算していっ

て、今年度中に公募をして、事業者を選定して、着工は令和５年の４月とい

うイメージなんですか。そうすると令和５年の４月に工事をして、12 月まで

に工事を終えて、令和６年の１月から引き継ぎが３ヶ月間あるというような

スケジュール感という理解でよろしいでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：はい。幼児保育課、岩田です。実はこのような個別計画

案がありまして、こちらにはスケジュールの詳細を載せてあるんですけど、

今回はちょっと添付しておりませんでしたので、細かいスケジュールになり

ますと令和４年度については、夏頃になるかと思うんですけども移管先法人

の募集の開始を考えております。その後、選定会議等を踏まえて法人が決定



 

24 

 

し、まず、説明会等を実施しながら、令和５年度の着工自体は夏ぐらいにな

るかと考えております。引き継ぎ保育につきましては、今ある既存の上境保

育所で実施します。なので、上境保育所において３ヶ月間、引継ぎ保育をし

たいと考えております。以上です。 

村上委員：工事自体は令和６年３月までに終わってれば、令和６年４月に開所

みたいなことなんですかね。わかりました。ありがとうございます。 

土井会長：スケジュールを踏まえてご意見があるわけではないんですか。はい。

ありがとうございます。他に何か確認事項、或いは質問、それからご意見あ

ればお願いいたします。 

よろしいでしょうか。では出尽くしたようでもありますので、これをまと

めていただいて、ご検討をいただきたいというふうに思います。では、今回

の検討事項、協議事項は以上の二つになりますが、他に何か協議事項、ご意

見ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうかね。では、これ

で一旦審議は終わりにしたいと思います。 

続きまして、次第に、６ その他とありますので、その他につきまして、ま

ず事務局から何かその他で付け加えるものありますでしょうか。 

事務局（こども政策課）：ありません。 

土井会長：はい。では委員の皆様からその他で付け加えることがありましたら

よろしくお願いします。 

千代原委員：はい。よろしくお願いします。千代原です。質問を事務局の方に

大きく分けて２点ほどさせていただこうと思います。１点目、交通安全の件

ですけども、つくば市通学路交通安全プログラムとその対策を前提としてお

話をさせていただきます。手短に説明させていただきます。質問の趣旨です

けれども、バンビーノの件の時もちょっと言いましたけれども、八街市での

交通事故の件。下校中の小学生にトラックが突っ込んだという件、これは 2021

年の６月 28 日。それと、大津市の、これは 2019 年ですけれども５月８日の
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交差点での散歩中での車が突っ込んだという件を前提として質問をさせてい

ただきます。つくば市において、特に保育園、幼稚園もそうなんですけども、

小学校、中学校の登校、登園箇所の危険箇所について質問をさせていただき

ます。大きく分けて五つ、六つほどあります。登園時、登校時または下校時に

おきまして、つくば市の危険箇所の把握について毎年、意見を調査している

かと思いますけれども、まず市が考える危険箇所の定義について回答お願い

します。次に、危険箇所の当てはまるものとして個数を教えてください。あ

と毎年各所から危険箇所の是正措置の要望が出されていると思いますが、定

義に関わらず考えた場合、昨年度の要望件数はどれぐらい上がってるのか回

答を願いします。あと、昨年度の是正措置の具体的箇所と箇所数を教えてく

ださい。また、安全指導した経緯がある場合はその具体的な内容を教えてく

ださい。次に保育園のお散歩時の安全対策について質問させてください。開

園等の段階での保育園と保育園の担当者から安全対策の相談等を受けると思

いますけれども、その際、市としてどのように行っているか教えてください。

最後に、質問の趣旨を述べましたけれども、今後の市としての取り組みにつ

いて回答お願いします。まず１点目以上です。 

土井会長：はい。では二つお話があるとのことでしたが、ちょっと量が多いの

でまず、５件ですね。事務局の方いかがでしょうか。 

事務局（幼児保育課）：先に保育所関係からお答えさせていただきます。登園関

係につきましては、基本的に保護者が同伴という形に保育園はなるかと思い

ますので、また車両等での登園となりますので、危険箇所等については各々

が登園になりますので、どちらかというと園の駐車場関係ですね。先ほど間

野委員からもありましたけども、そういったところを登園時は注意していた

だくようにとお伝えをしているところです。我々としましてお散歩というと

ころで質問、五つ目になるかと思うんですけども、安全対策に関して開園等

の段階での担当者からの相談というところにつきましては、まず開園場所の
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相談時に散歩先となる公園が近くにあるのかどうか。そしてその公園まで歩

道があるか、交通量等を確認して場所を選定するようにアドバイス等を行っ

ております。また、場所を決定した場合なんですけども、実際に今日の小規

模保育事業者の場所もそうなんですが、実際に我々も現地に行きまして歩い

てみて危険箇所がないか等確認しながら、アドバイスを行っております。以

上です。 

事務局（学務課）：学務課、下田です。５点ほどについてお答えさせていただき

ます。まず、つくば市の小学校、中学校及び義務教育学校の通学路における

危険箇所につきましては、毎年つくば市通学路交通安全プログラムに基づい

て小中学校は３ヶ所程度、義務教育学校については５ヶ所程度を各学校から

点検要望箇所として報告をしてもらっております。この後につきましては関

係機関、例えばつくば警察署、茨城県土浦土木事務所、それと市の建設部道

路計画課、道路整備課、道路管理課それと学務課及び学び推進課と合同で現

地確認を行った上で、対策方法を決定しております。対策方法の詳細につい

ては、点検を行ったその場で学校の先生にも報告をしております。通学路の

点検要望箇所の選定につきましては、それぞれの学校が、保護者と地域の方々

等から、危険と思われる箇所等を集約していただいて、各学校から学務課に

該当箇所の地図と一緒に報告をいただいております。そのため、つくば市と

しての通学における危険箇所の明確な定義というのは設けてはおりません。

各学校が危険と思う直して欲しい箇所を毎年上げていただいております。こ

れにつきましては平成 27 年度から毎年実施しております。それと２番目、令

和３年度につきましては、点検要望箇所としては、学校から上がってきたの

が 136 箇所であります。合同点検による点検箇所については 136 箇所なんで

すが、これはその時に上げてきていただくものだけであって、例えば地域の

方とかは、随時、道路管理課と地区相談課とかいろいろなところに要望とし

て上がってきておりまして、その都度対応しておりますので、箇所数はちょ
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っと今わからないので 136 以上にはなってはおります。昨年度の点検させて

いただいた箇所につきましては、すべて関係機関から改善の提案とかをさせ

ていただいております。しかしながら、４ヶ所程度はちょっと難しいという

回答をいただいております。内容につきましては、この４ヶ所は信号機をつ

けて欲しいとか信号機のサイクルを変えて欲しいっていうようなものなの

で、それはちょっと難しいという回答をいただいておりますが、その他につ

きましては、その場で要望について担当課の方からすべて回答差し上げて、

無理な場合は違う方の提案も入れた上で回答をしております。例えば該当箇

所の例としましては、みどりの南１－52 の付近の交差点なんですけど、ここ

は大型車の通行が多く危険なために対策を検討して欲しいっていう要望があ

りました。これについては、横断歩道を新設することも回答いただきました

し、島名交流センター付近の道路については、道路に草や木が生い茂って通

学の邪魔となっている。伐採して欲しいっていう要望もありましたので、こ

れについては担当部署の方から、定期的な草刈の実行や草刈時期の調整をす

るっていうような回答をいただいております。その他の該当箇所等点検結果

について詳細はすべてつくば市のホームページに掲載しておりますので、そ

ちらでご確認いただければと思います。また現場の状況により有効な対策が

取れなかった場所に関しては、各学校から危険な通学路であることを児童、

生徒に周知してもらいながら、注意して通学するよう指導をお願いしており

ます。その他、児童、生徒の登下校の安全を確保するためには、このような通

学路点検だけではなく、地域全体で見守り体制を整え地域の方々の協力も大

切であると考えております。そのため地域の皆様や各学校との連携強化を図

って、子供たちの安全確保に努めていきたいと市では思っております。以上

です。 

土井会長：１点目はそれでよろしいですか。今せっかく貴重なご質問、ご回答

いただきましたので、多分この件については委員の皆さんの中にもいろいろ
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関係してらした方もいらっしゃるでしょうし、或いは意見をお持ちの方もい

らっしゃると思いますので、今の件につきまして、何か今の話を踏まえた上

で、これはちょっとついでに質問してみたいとか、或いはご意見がある方が

いらっしゃれば、協議事項ではありませんけども、せっかくなのでご発言い

ただければと思いますけども。それぞれのお立場上、関係している方は結構

いらっしゃると思います。 

間野委員：間野です。実は去年度に、うちの子供が小学生でちょうど地区安全

委員をさせていただいて、それで危険箇所の点検とかも学校の方からもしあ

ればあげてくださいっていう連絡が来たので、その時の一緒の登校班の皆さ

んと話をしながら、意見をもらいながら、こことここが気になるっていうの

は、あげさせてもらった記憶が新しいんですけれども。うちの子今４年生な

んですが、１年生のときから同じ通学路で通ってますけれども、ここが危な

いよねって言っていたところが、どうしてかの理由まではちょっと分からな

いんですけれども、結局そのままになっている場所もあるんです。小学生は

通らないんですけど、義務教育学校で中学生に当たる学年が自転車で通るよ

うな、どうしてここに横断歩道がつかないんだろうみたいな場所がすぐ近く

にあるんですが、結構飛び出したりとかして危ないって言っていて。そこの

やりとりが市と学校でされてるんだよっていうような情報とかそういうのが

全くなかったので、何でこのまま放置なんだろうぐらいで思って終わってい

たところがあったんですね。なので保護者としては、学校から例えばちゃん

とやりとりしたんだけどこれこれこういう理由でちょっとそのままになって

ますとかちょっとそういった説明をいただくとか、そこについてはちょっと

やっぱり気をつけてひとまず今はできないのでというような、あげたけどそ

の結果がどうなったかっていうのが、ちょっと何もないところが非常にちょ

っと気になっていたんで。こういったことが実は見えないところでされてる

んだよっていう情報もいただきつつ、あげたものについての返答をいただけ
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ると、保護者としてはそういうことだったらじゃあちょっと私たちでどうに

かしなきゃねとか、またちょっと違うアクションに繋がるかなとも思いまし

たので。もしかしたらその中学生の方なので、私たちには連絡してなかった

だけかもしれないんですけれども。なのでせっかく委員として動いていると

ころが、自分たちが動いていることがどういう意味になっているのかが見え

なくて、委員さん、会員さん、動いているところがもったいないなとも思い

ました。以上です。 

土井会長：言ったものの回答が返ってこないというか、その反応が分からない 

と不安なりますよね。 

木村委員：千代原さん、またそれぞれ皆様のご意見いただきながら、それで今

日テーブルにつかれている方々、いろいろな思いがこの件についてはあろう

かと思うんですね。いわゆる通学路でなく生活道路でしたし、それからシル

バーの方々からいろんなご意見が私どもに入ってきておりますけども、実は

先日も地元の区長さん７人とそれから安全協会の方とで、警察の方に赴きま

して県議会の先生方と一緒に、県道の関係、信号機は県の行政になりますの

で、申し入れお願い事してたりもしてるんですけども、多分この子育て会議

の中でも大きい大切なご意見かと思われますけども、ただ執行部の方がこど

も部、教育局でありますので、関連はしておりますけども、実際の職務的に

は危機管理課だったり防犯だったりとか、そういったところにも多岐にわた

りますので、この件については緊急でもあるんですが、今日この時、また明

日大きな事故がないとも限りませんけれども、改めて会長、こういったテー

マの部分において、子育て会議の中での交通安全、子供、子育てに関する防

犯、交通安全というテーマでの会合を、近いうち設けるって形で。多分、２時

間、３時間くらいかけて話し合いたい内容になろうかと思いますので、もし

委員の皆様ご理解いただけましたらば、今日の時間でなくそれぞれ持ち帰り

まして、何らかでこども部の方で今後検討して、もしくはこども部以外のと



 

30 

 

ころでやるのか、この会以外のところで審議するのか分かりませんけども、

その場合には委員の皆様に、こういった形で安全については別のセクション

でこうやりますとか、そこにこの会議で答申するなら答申するにしても、と

いう形で進めていただければなと思います。 

土井会長：おっしゃるようにこれは協議事項ではないので、今その他でご質問

が出たので、そういうことについてせっかくですから委員の方からご意見を

受けました。承った意見は、これからどうするか今後の課題とさせていただ

きたいと思います。それでよろしいですか。 

木村委員：かなりボリュームがあるので。 

土井会長：今その回答を求めているわけではないので、事務局に。 

木村委員：意見もかなりの量が出てくるかと思いますので、別な時間でテーマ

を作った方がよろしいかと思います。それぞれ思いがあるかと思いますので。 

事務局（学務課）：学務課、下田です。間野委員からの質問に対するお答えにな

るかどうかわかりませんけども、この通学路点検という毎年やっているもの

は、合同で一斉にやるものですから各学校から３ヶ所から５ヶ所程度でお願

いしております。これを各学校にお願いするにあたっては、こちらから今年

の出してくださいとお願いして回答いただくまで１ヶ月以上空けておりま

す。それは先ほど説明させていただいたとおり、保護者と地域の方の意見を

よく聞いてあげてくださいと。そのため各学校では、例えば 10 個以上出てき

たときには、絞って３から５にしていますので、皆さんが学校にあげたもの

があがっていないというのはちょっと学校に問い合わせをしていただくよう

な形になってしまうかなと思います。ただ、あげていただいてこちらが点検

したものについては、ホームページでも公表してますので、それは学校にも

お伝えしてるので、もし希望を出されたところが点検箇所になっていれば、

結果まで見れる形には今のところなっているかと思います。それと、横断歩

道につきましては、警察の方が担当なので正確なお答えはできませんけども、
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横断歩道を設置するにあたっては、現場がカーブであるとか坂道であるとか

ということは難しいのと、横断歩道は左右から渡りますので、渡る前にその

人たちが安全に待っていられる場所が確保できている状況がないと、横断歩

道をつけられない。これは歩行者溜まりと警察では言いますが、その場所が

確保できない場合は、横断歩道もできませんよというような回答に、詳しく

いうとそういうふうになりまして、それは学校の先生がその時にはお答えを

ちゃんと聞いてはいると思いますので、そういった意味合いもありまして、

ご要望に対してできない場合もあるっていうことは、ご理解いただければと。

そこまで点検報告には詳しく書いてない場合もありますけども、人が待つ場

所がないので。ここは該当には難しいですっていう回答まで書いていたと思

いますので、そういった形で皆さんからあがってきたものについては回答し

ておりますが、箇所が限られていますので、それ以外のものについては学校

なり地区の方とかが直接それぞれの警察なり土木とかに上げていただいたも

のは、それぞれまたその場で対応していますので、その辺もご考慮いただけ

ればと思います。 

土井会長：はい。ありがとうございます。一応 17 時半を予定終了時刻としてお

りますので、簡単に、よろしくお願いします。 

石黒委員：すいません間野委員からのご意見なんですけども、ごもっともだな

と思ってお聞きしておりました。校長会としましても、やはり保護者の皆様

が挙げていただいたご意見等がどういうふうになっているのかということに

つきましては、各学校から丁寧に説明が行くように校長会の方でも働きかけ

て参りたいと思います。ありがとうございます。 

千代原委員：手短に質問させていただきます。学校の先生、特に小中学校の先

生の生徒に対するセクハラ問題に関してちょっと質問させていただきます。

簡単に申し上げますと、県教委は、2022 年３月 29 日に鹿行地域にある公立の

小学校の先生が児童に対するわいせつ行為をしたと、結果懲役１年の実刑判
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決を受けたという件がございます。大井川知事においても、その点と相まっ

て、学校の先生の生徒に対するセクハラ防止の対策について何らかの形で意

見を述べていると聞いております。質問なんですけれども、県教委の姿勢、

県費負担教職員の管理は、つくば市の方で行うと思うんですけれども、その

管理を行うつくば市として、各学校の先生の特色を把握していなければなら

ないと、私自身そう考えてるんですけれども。質問の趣旨の先ほどの中で、

セクハラ行為の防止に対してつくば市としての現時点の見解を手短にお願い

したいと。それがまず１点。２点目としてセクハラに関しては重大な人権侵

害ということなんですけれども、過去につくば市が、教職員と生徒に対して

セクハラ行為に関する調査を行ったかどうかというのを教えていただければ

と。行った場合はいつごろやったのかと、行っていない場合はなぜ行ってい

ないのかというのを回答お願いします。 

土井会長：ちょっとこれも年齢的にこの審議会の年齢より上かもしれませんけ

ども、幼児も関わることはあるかもしれませんので、関連ということでよろ

しくお願いします。 

事務局（学び推進課）：学び推進課、岡野と申します。ご質問の回答になるんで

すけども、つくば市だけじゃなくて茨城県全体として行っている資料が二つ

あります。まず、茨城県から出されてますコンプライアンスだよりというも

のを使って研修を行っております。各学校で。それともう一つあるんですけ

ども、信頼される学校であるためにという冊子があります。この二つは、茨

城県の教職員、つくば市の教職員、全ての教職員が周知しているものです。

ただし、セクハラというものは頭で分かっていても実際に起こってしまうも

のだと考えております。なので、学校の方としましては年度初めの研修であ

ったりとか、定期的に研修は行っているんですけども、市教委としましても

明後日から全ての学校に訪問します。その際に、市教委の方からも、３ない

運動の徹底ということで、再度周知させていただければなと考えております。
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また、つくば市や茨城県の方で児童、生徒の悩みや不安を持っている方に対

しての相談窓口というものも開設し始めました。先生の中でも、なかなか悩

みを打ち明けられないという先生がいると思います。そういったストレスか

らセクハラに及んでしまう行為もあると思いますので、そういった相談窓口

を学校の方にも案内しているという状況でございます。また、一番大事なの

は、子供と先生が一対一もしくは閉ざされた空間になってしまうっていうこ

とが非常に怖い場面だと思いますので、それも含めて校長先生初め学校の方

では、複数の目で子供たちを対応していく。これはすべての時だと思うんで

すけども、例えばいじめの対応でもそうなんですけども、全ての教育活動に

おいて、複数の目で子供たちを見ていきましょうという形で、再度周知させ

ていただければなと思っております。また、過去にセクハラ行為の調査を行

ったというご質問なんですけども、調査は行っておりません。また、過去５

年間につくば市において、わいせつ行為による懲戒処分を受けた者はおりま

せん。わいせつ行為防止のためのチェックリストというものがあります。そ

のチェックリストを行っているので、わいせつ行為に対する調査を行ってお

りません。以上です。 

千代原委員：改めてお願いという形なんですけども、１度セクハラの調査をし

ていただければと。そうすると学校の先生に対する、今チェックリストある

というふうに言ったんですけれども、抑止力にもなりますし、立ち位置とし

て弱い子供が何らかの形で発信する可能性があるという可能性もありますの

で、ぜひともセクハラに対する調査を検討していただければと思います。以

上です。 

土井会長：はい。ありがとうございます。この審議会としては、児童、生徒とい

うよりは幼児に対するわいせつ行為の問題と、それから施設の職員の保育士

とかそういう職員の方に対するハラスメントの問題が対象となると思います

から、そちらについては何らかの調査を、今後できればお願いしたいという
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ことでよろしいですね。ありがとうございます。ちょうど時間になっている

んですが橋本委員よろしくお願いします。 

橋本委員：はい。橋本です。実は傍聴席のところにも橋本さんがいらっしゃい

ますけども、前の委員会の時から２、３年かけて保育の質のガイドラインを

つくば市で作られて、それを元にして保育所を設立していきたいんだってい

う話があります。それはそれで結構なんですが、それだけではなくて、やは

り世田谷の方ではいわゆる保育ともう一つ、幼児教育ですね。何をもって教

育していくのか学ばせるのか、就学前までの子供たちは、幼稚園も保育所も

こども園も一緒ですから。そういうガイドラインをきちんと立ち上げて欲し

いなと。これのお願いなんです。だからきっと彼女はずっと来てるんだと思

います。はい。やり残した仕事でございます。 

土井会長：はい。ありがとうございます。改めて確認をしておきたいと思いま

す。結構早く今日終わると思ったんですが、またぎりぎりになってしまって

申し訳ありませんでした。では、以上で今日の審議事項は終わりにしたいと

思います。では事務局の方にお返しします。 

事務局（こども政策課）：土井会長ありがとうございました。本日の会議録は後

日皆様にご確認をいただいた後に、市のホームページで公開いたします。次

回、第２回会議は８月ごろを開催予定としております。以上をもちまして、

令和４年度第１回つくば市子ども・子育て会議を閉会いたします。長時間に

わたりありがとうございました。 

 



令和４年度（2022年度）第１回つくば市子ども・子育て会議 

 

日時：令和４年（2022）５月 31日（火） 

午後３時から午後５時 30分まで 

場所：つくば市役所本庁舎２階 

防災会議室（２）（３） 

 

< 次 第 > 

 

１ 開   会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 委員自己紹介・事務局職員紹介 

 

４ 会 長 選 任 

 

５ 協 議 事 項 

・ 小規模保育事業者認可等に関する意見の聴取について（１事業者） 

・ 公立保育所の施設整備にあたっての諸条件への意見の聴取について 

（上境保育所） 

 

６ そ の 他 

 

７ 閉   会 

 



　つくば市子ども・子育て会議委員

組織等 氏　名
役職等

(現所属)

※
選出
分類

1 議会 木村　清隆 つくば市議会議員 (1)

2 幼稚園PTA 奥寺　友里
つくば市立幼稚園PTA連絡協議会会
長（筑波幼稚園PTA会長）

(2)

3 児童クラブ 千代原　義文 つくば市学童保育連絡協議会会長 (2)

4 土井　隆義
大学教授等（筑波大学人文社会系
教授）

(3)

5 堀内　明由美
大学教授等（筑波大学医学医療系
講師）

(3)

6 民間保育園 舘野　正弘
つくば市民間保育協議会会長（かつ
らぎ第二保育園園長）

(4)

7 民間幼稚園 橋本　幸雄
つくば市私立幼稚園・認定こども園
協議会会長（栄幼稚園園長）

(4)

8 浦里　晴美 つくば市地域活動連絡協議会会長 (5)

9 間野　聡子
特定非営利活動法人ままとーん代表
理事

(5)

10 主任児童委員 大久保　良文 つくば市主任児童委員連絡会代表 (5)

11 公立小中学校長 栗山　賢司
つくば市立小中学校長会会長（春日
学園義務教育学校長）

(6)

12 公立小中学校長 石黒　正美
つくば市立小中学校長会副会長（学
園の森義務教育学校長）

(6)

13 落合　美智子
こどもの保護者、子育て支援に関心
がある市民等

(7)

14 宮下　信一 〃 (7)

15 トモル　ソロンゴ 〃 (7)

16 根津　陽子 〃 (7)

17 村上　義孝 〃 (7)

18 小・中学校PTA 横田　智之
つくば市PTA連絡協議会会長（並木
中学校PTA会長）

(2)

19 小児医療 江原　孝郎
つくば市医師会（江原こどもクリ
ニック院長）

(3)

20 保育園保護者会 末永　詩織
つくば市保育所・園父母の会連絡協
議会（松代保育所父母の会）

(2)

※ 条例第3条第2項の規定に基づく次の各号に掲げる委員の分類

学識経験者

子育て支援団体

公募

(1) 市議会議員　(2) 子どもの保護者　(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者　(5) 子ども・子育て支援に関する各種団体の代表者
(6) 関係行政機関の職員　(7) その他市長が必要と認める者



 協議１  

 

協議事項 小規模保育事業者認可等に関する意見の聴取について 

 

 下記の案件につきまして事前相談がありましたので、つくば市家庭的保育事業等の

認可等に関する規則第３条の規定により委員の皆様の意見を求めます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

仮   称  バンビーノ．館保育園 

設 置 者  有限会社政和商事 代表取締役 高野 政明 

設置予定地   つくば市妻木 16番地１ 

定   員  12名（０歳児４名、１歳児４名、２歳児４名） 

設置予定日  令和５年（2023年）４月１日 

 

 

★ 

事業予定地 

- 1 -



 協議１：参考資料  

 

小規模保育事業の概要及び認可等に関する意見の聴取について 

 

 小規模保育事業とは  

待機児童が多い３歳児未満の保育の受け皿を増やすため、子ども・子育て支援新制度で新

設された「地域型保育事業」の１類型です。定員が６人以上～19 人以下と少人数であるこ

とから、子どもの発達に応じたきめ細やかな保育が行える事業となっています。 

 小規模保育事業にはＡ型、Ｂ型、Ｃ型の３類型があり、それぞれに基準が設定されていま

す。市内には令和４年５月現在 19 の小規模保育事業所があり、全てＡ型となっています。 
 

主な小規模保育事業の基準（面積、人員等） 

 Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

定員 ６名～19名 ６名～19名 ６名～10名 

必要な設備 乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室、調理設備、便所 

保育室等面積 ○ ０、１歳児：１人につき 3.3㎡以上 
○ ２歳児：１人につき 1.98㎡以上 

○ 全年齢１人につき 3.3㎡以上 

屋外遊戯場 ○ ２歳児１人につき 3.3㎡以上 
※ 屋外遊戯場は、敷地外の代替地（公園等）も可能。 

職員資格※ 
保育士 保育士＋保育従事者 家庭的保育者 

職員配置 ○ ０歳児   ３：１ 
○ １・２歳児 ６：１ ＋１名 

○ ３：１ 
※ 家庭的保育補助者がいる場合５：２ 

※ Ａ型・Ｂ型については、1人に限り、保健師・看護師・准看護師を保育士とみなすことができます。 

※ Ｂ型の保育従事者とは、自治体で実施している子育て支援員研修を修了した者を指します。ただし、職員

配置の１／２以上は保育士である必要があります。 

※ 家庭的保育者とは、原則保育士等の有資格者であり、自治体で実施している子育て支援員研修を修了した

者を指します。ただし、無資格者についても自治体で実施している家庭的保育者認定研修を受講すること

で、家庭的保育者の資格を得ることができます。 

○ その他、各種法令・通達等で示された基準（建築、消防、経営基盤、衛生管理、安全管理、保育指針…etc.）

を満たした上で施設整備及び運営を行います。 

 

 特定地域型保育事業の利用定員について  

 第二期子ども・子育て支援プランでは、中央部エリアにおいて地域型保育事業を整備する

計画となっています。確保量としては、各年度 76名分の受け皿を確保する計画であり、事

業者の提案状況や児童の申込状況等を勘案しながら整備を進めています。 

 令和４年度整備分は、今回の事業者の利用定員を加えて 81名分となり、本事業を認可・

確認することにより計画数を満たすこととなります。 

 

 意見聴取の目的について  

 地域型保育事業の認可に当たっては、児童福祉法等法令の定めにより、あらかじめ児童の

保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴取することとなっています。つくば市では

計画段階で意見聴取を行うことで、より良い保育施設の設置を目指しています。 
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協議事項 公立保育所の施設整備にあたっての諸条件への 

意見の聴取について（上境保育所） 

 

１ 応募資格 

次の要件のいずれかを満たす社会福祉法人、又は学校法人であること。 

（1） つくば市内で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を２年以上運営してい

ること。 

（2） つくば市外で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を５年以上運営してい

ること。 

 

２ 定員、入所児童について 

（1） 定員 90 名以上とすること。 

（2） ０歳児から就学前児童の受入れを行うこと。 

（3） ０歳児については産休明け保育（57 日以降）を実施すること。 

（4） 移管日前日までに上境保育所に入所中の児童について受け入れ可能な施設、体

制とすること（加配等特別な配慮が必要な児童を含む）。 

 

３ 保育の内容について 

（1） 月曜日から土曜日まで、午前７時 30 分から午後６時 30 分を含む、開園時間 11

時間以上とすること。 

（2） 休園日は日曜日、祝日及び 12 月 29 日から１月３日までとすること。ただし、

当該日を開園日とすることも構わない。 

（3） 平日１時間以上延長保育を実施すること。 

（4） 障害児保育を行うこと。 

（5） 一時預かり保育事業等の特別保育事業について実施検討すること（実施する場

合、移管後概ね２年以内に事業を開始すること）。 

（6） 給食については、開園日である月曜日から土曜日まで提供すること。 

（7） 食育の推進とアレルギー対応を含む個々にあった食事の提供を行うこと。 

 協議２  
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（8） 主な行事の継続及び育児相談や園庭開放等の地域交流を積極的に行うこと。 

（9） 苦情解決のための仕組みを整備すること（苦情解決責任者、苦情受付担当者、

第三者委員の設置）。 

（10） 実費徴収については、公立保育所と同等程度とすること（延長保育料を除く）。

ただし、三者協議会等で協議を行い、保護者の同意が得られた場合はこの限りで

はない。 

参考：主食費 1,200 円・副食費 4,500 円／月、物品等費用約 5,000 円／年間 

 

４ 職員について 

（1） 施設長予定者を決定の上応募すること。 

（2） 施設長予定者は、移管日現在 65 歳未満であること（原則４年間は交代を認め

ない）。 

（3） 施設長予定者については応募日現在、次のいずれかに該当すること。 

(ア) 認可保育所又は幼保連携型認定こども園の施設長として２年以上の経験を

有すること。 

(イ) 特定教育・保育施設、特定地域型保育施設、その他児童福祉施設において保

育士又は保育教諭（幼稚園教諭）として 10 年以上勤務経験を有すること。 

（4） 主任保育士を専任で配置すること。 

（5） 常勤保育士については、次の職員を確保すること（移管日現在）。 

(ア) 保育経験 10 年以上又は法人が運営する保育所等での経験が７年以上の職員 

２名以上 

(イ) 保育士経験５年以上の保育士を配置基準に対して上記を除き３分の１以上 

（6） 上境保育所に勤務する会計年度職員について、積極的に雇用すること。 

 

５ 引継ぎ保育・共同保育について 

（1） 民営化に伴う在園児への影響を抑えるため、引継ぎ保育を実施する。必要とな

る人員等については、あらかじめ法人において確保すること。 

（2） 引継ぎ期間に施設長、主任保育士等として配置を予定している職員は、上境保
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育所の通常保育、各行事及び地域・学校等との連携状況を適宜参観し、保育所運

営全般に係る引継ぎを受けること。 

（3） 令和６年１月から３月までの間、各クラス担任を予定している保育士をクラス

ごとに１名以上配置し、引継ぎを受けること。 

（4） 引継ぎ期間中に市の保育士とともに保護者の個人懇談を行うこと。 

（5） 引継ぎ保育の内容については、市との協議の上決定する。 

 ※引継ぎに関する経費については、市から一部補助を行う予定。ただし、市議会に

て予算の承認を要する。 

 

６ 福祉サービス第三者評価の受審 

 移管後、３年以内に福祉サービス第三者評価を受審すること。 

 

７ 三者協議会 

 法人決定後、当分の間保護者・法人・つくば市の三者間からなる三者協議会を設置

し、保育の内容の継続性や運営内容等についての調整を行うこと（最長で移管日の前

日に在籍した児童が卒園するまで）。 

- 20 -


	【会議録】つくば市子ども・子育て会議（第1回）2022.5.31
	【会議資料】つくば市子ども・子育て会議（第1回）2022.5.31

